
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ファミリー・サポート・センターの仕組み  

平日 

（午前７時から午後７時まで） 
１時間あたり ７００円 

上記以外の時間 １時間あたり ８００円 

育児の援助を受けたい方で、真岡市在住または在勤で６ヶ月児～小学校６年生

までのお子さんを養育している方 

 

真岡市ファミリー・サポート・センター 

『子育ての手助けをしてほしい人（依頼会

員）』と『子育てのお手伝いをしたい人（提供

会員）』が相互援助を行う組織です。会員登

録は無料で、こどもの預かりや送迎をお手伝

いすることができます。 

ファミリー・サポート・センター 

提供会員 依頼会員 報酬等の支払い 

相互援助 

ファミリー・サポート・センターとは… 

 

依頼会員 
(こどもを預けたい方) 

 

提供会員 
(こどもを預かる方) 

 

育児の支援を行いたい方で真岡市に在住し、心身ともに健康で、子育てに熱意

と意欲のある２０歳以上、栃木県が実施する子育て支援員研修を修了した方 

 

援助の内容例 
・保育園、幼稚園の登園前の預かり及び送り 

・保育園、幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり 

・学校の放課後、学童保育の迎え及び帰宅後の預かり 

・習い事の送迎 

・保護者が病気、ケガ、入院のために一時的に子供の世話ができないとき 

・産前産後の妊産婦で子供の世話ができないとき 

・病院などの通院に子供を連れていけないとき 

・冠婚葬祭などで子供の世話ができないとき 

・学校行事、研修、講演会などで子供を連れていけないとき 

新型コロナウイルスが流行している中で

も、安心して活動していただくため、提供

会員が感染したときの補償に加入していま

す。そのほか、損害保険や賠償責任保険が

あり、保険料は市が負担します。 

現在の会員数は、依頼会員が２８６名、

提供会員が３３名、両方会員が５名です。 

提供会員が減少傾向にあり、依頼を受けて

もマッチングできず、援助できないことが

増えています。 

真岡市ファミリー・サポート・センター 

開設時間：月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時００分 

TEL：0285-83-8131 住所：真岡市荒町 5191番地（真岡市役所こども家庭課） 

詳細 は

裏面へ



                  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用料金 

平日 

（午前７時から午後７時まで） 
１時間あたり７００円 

上記以外の時間 

(土日、平日の午前７時以前、午後

７時以降) 

１時間あたり８００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通費   ※送迎ありの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本料金 ５km以内 １回あたり １００円 

追加料金 
５km増すごとに１００円を加算（５km未満

は５kmに切り上げる） 

② 依頼申込み 

 

真岡市ファミリー・サポート・センター 

開設時間：月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時００分 

TEL：0285-83-8131 住所：真岡市荒町 5191番地（真岡市役所こども家庭課） 

ファミリー・サポート・センター 

（アドバイザー） 

③事前打ち合わせ 

④ 援助活動 

⑤  報酬 

提供会員 
(こどもを預かる方) 

 

依頼会員 
(こどもを預けたい方) 

 

栃木県が主催する、提供会員になるた

めに必要な研修です。毎年１０月頃に開

催され、子育てに必要な基本的な知識か

ら救急救命などの専門的な知識や技能を

身に着けられます。開催は年に１回だけ

しかないので、開催日程のお知らせをご

希望の方は、下記までご連絡ください。 

・参加費 無料 

（※テキスト代が別途かかります。） 

・医師や保育士、看護師などの資格を有

する方は、研修項目の免除があります。 

・最初の１時間まではそれに満たない場合でも１時間とみな

す。 

・それ以降は３０分ごとに、１時間の報酬額単価の半額を加

算。 

・兄弟や姉妹（同一世帯に属する複数の子ども）を預かる場合

は、２人目からは半額。 

・子どもの食事、おむつ、チャイルドシートなどについては、

原則として依頼会員が用意する。 

 

依頼会員について 
 依頼会員として利用する際は、会員登録が必要です。 

会員登録を希望される場合は、こども家庭課窓口へお越しください。 

 

利用料金補助制度を利用すれば、1時間あたり２００円（半額の場合は１００円）補助金が交付されます。 

※交通費等については対象外 

 

依頼内容により、提供会員が見つからない場合もあることをご了承ください。 

 

提供会員と依頼会員を兼ねる両方会員になることも可能です。 

ファミリー・サポート・センターの仕組み 

① 提供会員へ依頼 

 


